
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関東運輸局では、９月・１０月を「自動車点検整備推進運動」の強化月間として、自動車整備

振興会をはじめ関係団体等の協力を得て、各種取り組みを行いました。 

また、１０月を「ディーゼルクリーン・キャンペーン」の重点実施期間とし、関係団体等の協

力を得て、各種取り組みを実施しました。 

  

１．自動車点検整備推進デーの開催 

 自動車点検整備推進デーは、運輸支局構内やショッピングモールなど各地域のイベント会場で

１２回実施し、約３７,０００名の来場者に点検・整備の重要性及び必要性について啓発しました。 

 また、マスメディアを通じて事前の広報活動を行いました。 

 自動車点検整備推進デーでは、以下のとおり「自動車なんでも相談窓口の開設」、「マイカー

点検教室の開催」及び「マイカー無料点検」を実施した他、自動車の点検・整備に関するアンケ

ート調査を実施し３,６８４件の調査票を回収しました。 

（１）自動車なんでも相談窓口の開設 

  各会場で８回開設し、８９名のユーザーから車の基準に関すること、点検整備に関すること

などの相談に応じました。 

（２）マイカー点検教室の開催 

 各会場で３５回開催し、４,１０４名のユーザー対し日常点検及び定期点検の項目や実施方法

などについての講習を行いました。 

（３）マイカー無料点検の実施 

  各会場で１４回開催し、４１２台の自動車について無料点検を行い、必要となる整備につい

てのアドバイスや適切な保守管理を促しました。 

 

２．ポスター・チラシの配布 

 広報用ポスター、チラシ等を各地方自治体などに配布して点検・整備の必要性を訴えました。 

３．公用車の定期点検整備実施状況調査(追跡調査) 

 昨年管内の地方公共団体が保有する公用車（乗用車）の調査結果により、未実施車両があった

１５３の市区町村等に対し追跡調査を実施したところ、保有車両数３,６５１台のうち１,７０９

台が未実施であったため、確実な励行を指導しました。 

４．事業用自動車等の定期点検整備実施状況調査 

 ユーザー車検を受検した事業用自動車２,０２６台及び大型貨物自動車６７７台のうち、前検査

を選択したユーザーに対し、直近の３ヶ月定期点検整備記録簿の提示を求め実施状況調査を行い、

未実施と思われる車両２９５台のユーザーに対し確実な励行を指導しました。 
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５．街頭検査の実施 

 街頭検査を３８回実施し、２,６７４台の車両について検査を行い、４５台の車両に対し、必要

な整備を命令する「整備命令書」を交付し不正改造車の排除に努めました。 

６．ディーゼルクリ－ン・キャンペーンの実施結果 

 （１）街頭検査時に９９台のディーゼル車について黒煙測定を実施した結果、基準値を超えて

いる車両はありませんでした。 

 （２）硫黄分濃度分析器による燃料に関する検査（不正軽油抜き取り検査）については、６５

台のディーゼル車に対し検査を実施しましたが、不正軽油の使用は認められませんでした。 

 （３）関東運輸局及び管内の各運輸支局の迷惑黒煙相談窓口「黒煙１１０番」へ寄せられた情

報のうち、車両が特定された１件の自動車ユーザーに対し、はがきにより自主点検を呼びか

けました。 

 

関東運輸局では引き続き点検整備の確実な実施を推進し、自動車の安全確保・環境保全を図っ

て参ります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人事異動のお知らせ 

山梨運輸支局　平成２５年１月１日付

氏　名

吉田　修久

松井　現

新・勤務地 旧・勤務地

山梨運輸支局運輸企画専門官

多摩自動車検査登録事務所
　　　　　首席運輸企画専門官付

山梨運輸支局首席運輸企画専門官付

東京運輸支局企画専門官


